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１．本書の位置づけ 

本落札者決定基準は、東松島市（以下「市」という。）が「東松島市新学校給食センター整備運営

事業」（以下「本事業」という。）を実施するに当たり、入札参加者を対象に交付する入札説明書と

一体のものである。 

落札者決定基準は、最も優れた提案を行った入札参加者（最優秀提案者）を選定するための方法及

び評価基準等を示し、入札参加者の行う提案に具体的な指針を与えるものである。 

なお、落札者決定基準に使用する用語の定義は、同一の名称によって入札説明書において使用され

る用語と同一のものである。 

 

 

２．最優秀提案者の選定の概要 

(１) 最優秀提案者の選定方式 

本事業は、施設の調査・設計、建設並びに維持管理及び給食の運営の各業務を通じて、選定事業

者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものである。 

したがって、市は、最優秀提案者の選定及び落札者の決定方式について、公平性の担保及び透明

性の確保に配慮したうえで、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 6に基づく入

札公告により広く入札参加者を募り、同施行令第 167 条の 10 の 2 第 1 項又は第 2 項に規定する価

格及び価格以外の要素を含めた総合評価一般競争入札により行う。 

 

(２) 最優秀提案者の選定方法 

最優秀提案者の選定方法は、競争参加資格確認審査と提案内容審査の二段階により実施する。 

なお、競争参加資格確認審査の結果は、提案内容審査のための提案を受け付ける入札参加者を選

定するためにのみ用いることとし、提案審査には持ち越さない。 

 

(３) 最優秀提案者の選定体制 

最優秀提案者の選定体制は、学識経験者及び市の職員等で構成する審査委員会（「東松島市新

学校給食センターＰＦＩ事業者審査委員会設置要綱（平成 21 年６月１日告示）」に基づき設置、

以下「審査委員会」という。）において行う。 

 

区 分 氏 名 所 属 

深 川  通 寛 石巻専修大学 経営学部経営学科 教授 

谷 津  憲 司 東北工業大学 工学部建築学科 教授 

佐々木 ルリ子 仙台白百合女子大学 人間学部健康栄養学科 准教授 

大 沼  雄 吉 東松島市副市長 

委 員 

木 村  民 男 東松島市教育長 
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３．審査の手順 

審査の手順は、以下のとおりである。 

   ＜競争参加資格確認審査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜提案内容審査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．競争参加資格確認審査 

競争参加資格確認審査は、入札参加者の備えるべき競争参加資格に関して、入札説明書に示す要件

を満たしていることの確認審査を行う。 

確認審査の要件を 1つでも満たさない場合は失格とする。 

 

落札者の決定（市） 

失格 

入札参加資格確認申請書類の提出 

提出書類不備 

資格要件不備 

応募者の入札参加資格確認 

失格 

入札書類の提出 

提出書類の確認 

 応募提案書類       入札書   

総合評価方式による総合評価点の算定 

最優秀提案者の選定（審査委員会） 

提案内容基礎審査 入札価格の確認 

定性審査 価格審査 

失格 
予定価格超過 

失格 
要求水準未達 

基礎審査 
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５．提案内容審査（基礎審査） 

提案内容審査（基礎審査）は、入札金額に関する適格審査及び基本的要件に関する適格審査を行う。 

適格審査の要件を 1つでも満たさない場合は失格とする。 

 

(１) 入札金額に関する審査 

入札参加者の入札した入札金額に基づいて算定された契約金額が、市が定めた予定価格の範囲内

であることの適格審査を行う。 

 

(２) 基本的要件に関する審査 

基本的要件に関して、以下の基本項目の審査基準を満たしていることの適格審査を行う。 

１) 事業計画に関する項目（様式 18～30） 

区分 審査基準 

事業実施工程 ・ 事業実施工程が明示されているとともに、要求条件が満たされている

こと。 

特別目的会社 ・ 特別目的会社への出資内容が明示されているとともに､出資条件が満

たされていること。 

市の支払 ・ 市の支払（施設の整備業務に対する対価等､施設の維持管理業務に対す

るサービス対価等､給食の運営業務に対するサービス対価等）の算定が

妥当であるとともに､支払条件が満たされていること。 

資金調達計画 ・ 資金調達計画（金額･方法･条件等）が明示されているとともに､金融機

関等からの関心表明（ＬＯＩ）が取得されていること。 

（関心表明が取得されていない場合は､その合理的な説明があること。）

長期事業収支計画 ・ 長期事業収支計画（各種費用の項目及び内容）の算定に重大な誤りが

ないとともに､市場価格との極端な乖離がないこと。 

 
２) 施設計画等に関する項目（様式 31～49） 

区分 審査基準 

事業計画地 ・ 事業計画地の土地利用が明示されているとともに､要求条件が満たされ

ていること。 

配置計画 ・ 配置計画（本体施設･附帯施設）が明示されているとともに､要求条件が

満たされていること。 

施設計画 ・ 施設計画において､１日当たり最大 4,500 食の供給能力を有するととも

に､要求条件が満たされていること。 

・ 施設計画において､本体施設及び付帯施設の必要諸室が設置されている

とともに､要求条件が満たされていること。 

調理設備設置･食器食缶

等調達 

・ 調理設備設置･食器食缶等調達の内容が提案されているとともに､要求

条件が満たされていること。 

施設備品調達 ・ 施設備品の調達の内容が提案されているとともに､要求条件が満たされ

ていること。 



 ４

 

３) 維持管理計画に関する項目（様式 50～54） 

区分 審査基準 

建築物保守管理業務 ・ 建築物保守管理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されていると

ともに､要求条件が満たされていること。 

建築設備保守管理業務 ・ 建築設備保守管理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されている

とともに､要求条件が満たされていること。 

附帯施設保守管理業務 ・ 附帯施設保守管理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されている

とともに､要求条件が満たされていること。 

調理設備･食器食缶等･

施設備品保守管理業務 

・ 調理設備･食器食缶等･施設備品保守管理業務計画（業務体制､業務内容

等）が提案されているとともに､要求条件が満たされていること。 

清掃業務 ・ 清掃業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されているとともに､要

求条件が満たされていること。 

警備業務 ・ 警備業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されているとともに､要

求条件が満たされていること。 

 

４) 運営計画に関する項目（様式 55～62） 

区分 審査基準 

調理業務 ・ 調理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されているとともに､要

求条件が満たされていること。 

衛生管理業務 ・ 衛生管理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されているとともに､

要求条件が満たされていること。 

配送･回送業務 ・ 配送･回送業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されているととも

に､要求条件が満たされていること。 

洗浄･残滓処理業務 ・ 洗浄･残滓処理業務計画（業務体制､業務内容等）が提案されていると

ともに､要求条件が満たされていること。 

その他 ・ 運営備品調達業務計画が提案されているとともに､要求条件が満たさ

れていること。 

・ 開業準備業務計画が提案されているとともに､要求条件が満たされて

いること。 
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６．提案内容審査（定性審査） 

提案内容審査は、入札参加者から提出された入札提案書類の内容について、以下に示す審査項目ご

とに配点を行うものとし、基準配点の合計は 65 点とする。 

個々の配点は、それぞれの審査項目における基準配点に評価区分に応じた配点比率を乗じて算定す

る。 

(１) 定性審査項目と配点の概要 

審査項目 配点 

① 基本方針 ２ 

② 事業の実施体制 １ 

③ 資金調達 ２ 

④ リスク管理計画 ４ 

１)事業計画 

⑤ キャッシュフロー １ 

１０ 

① 外部計画 ２ 

② 内部ゾーニング計画、内部動線計画、必要諸室計画 ５ 

③ 施設の機能性･経済性 ４ 

④ 調理設備計画、食器食缶等調達計画、施設備品調達計画 ４ 

２)施設計画 

⑤ 既存施設の解体及び新施設の施工計画 ４ 

１９ 

① 保守管理業務（建築物・建築設備・附帯施設） ２ 

② 保守管理業務（調理設備・食器食缶等・施設備品） ２ 

③ 清掃業務 １ 
３)維持管理計画 

④ 警備業務 １ 

６ 

① 運営業務実施体制 ４ 

② 調理業務 ４ 

③ 衛生管理業務 ３ 

④ 配送･回送業務 ３ 

⑤ 洗浄･残滓処理業務 ３ 

⑥ 運営備品調達業務 ３ 

⑦ アレルギー対応食調理業務 ２ 

４)運営計画 

⑧ 開業準備業務 ２ 

２４ 

① 地域経済への配慮 ４ 
５)その他 

② 総合的な見地からの評価 ２ 
６ 

合 計 ６５ 

 
それぞれの審査項目毎に、下表に示す評価区分にしたがい、５段階で評価を行う。 

評価区分 配点比率 

Ａ 審査項目に対する具体的な提案があり、特に優れている。 100％ 

Ｂ ＡとＣの中間程度 75％ 

Ｃ 審査項目に対する具体的な提案があり、優れている。 50％ 

Ｄ ＣとＥの中間程度 25％ 

Ｅ 審査項目に対する具体的な提案がなく、特に優れている点はない。   0％ 



 ６

(２) 定性審査項目の評価指針 

１)事業計画に関する定性審査（10点） 

審査項目 評価指針 配点 様式 

① 基本方針 ・市の考えをよく理解し、学校給食運営におけるパートナーとし

ての取組み姿勢、基本的な考え方が適切であるか。 

・東松島市の学校給食として相応しい提案となっているか。 

・食育の推進に対する基本的な考え方が適切であるか。 

・事業スケジュールが供用開始に合わせた提案となっているか。 

２ 様式18 

② 事業の実施体

制 

・事業の実施体制が適切に提案されているか。 

（各主体の役割、構成員、協力企業の交互関係が適切に提案され

ているか。） 

１ 様式19 

③ 資金調達 ・資金需要の計上、資金の調達及び返済の方法において、事業の

特性を十分に考慮し、適切性かつ安定性が確保されているか。 

・金融機関等との十分な事前の協議及び支援が確保されているか。

（金融機関等の融資内容、融資条件、その他制限事項等が提示

され、適切な内容となっているか。） 

２ 様式20 

～27

④ リスク管理計

画 

･想定されるリスクが十分に検討され、リスクの発生を未然に防止

できる実施体制が確保されているか。（実施体制の確保ととも

に、企業間のコミュニケーションの方法が提示され、適切な内

容となっているか。） 

・料金の構成区分や割合が、選定事業者の行う運営業務を安定的・

継続的に提供できる適切な内容となっているか。 

・提供するサービスの質等を維持継続させるため、有効な対応策

等が確保されているか。 

・リスク発生時においても事業を継続させるため、有効なバック

アップ体制等が確保されているか。 

４ 様式28 

⑤ キャッシュフ

ロー 

・運営資金の不足を回避するため、有効な対応策が確保されてい

るか。 

・事業収支計画の安定性を向上するため、有効な対応策が確保さ

れているか。 

１ 様式29 

～30 

 

２) 施設計画等に関する定性審査（19点） 

審査項目 評価指針 配点 様式 

① 外部計画 ・食材搬入、給食の配送、回収等の動線が適切に提案されている

か。 

・周辺環境、環境に調和した建築デザインが提案されているか。 

・周辺環境への環境に対して適切な対応が提案されているか。 

２ 様式31 

～32

様式40 

～41

様式43 

～45 

② 内部ゾーニン

グ計画、内部

動線計画、必

・給食エリア、事務エリア等のゾーニング並びに学校給食・衛生

管理基準に基づいた一般区域、汚染作業区域及び非汚染作業区

域のゾーニングが適切に提案されているか。 

５ 様式33 

～34 

様式42 



 ７

審査項目 評価指針 配点 様式 

要諸室計画 ・給食エリアの内部動線並びに事務エリア等の内部動線が適切に

なされ、使いやすく衛生的かつ安全な作業空間として提案され

ているか。 

・給食エリア各必要諸室の仕様、レイアウト及び動線並びに事務

エリア等各必要諸室内の仕様、レイアウト及び動線がＨＡＣＣ

Ｐの概念を取り入れ、適切に提案されているか。 

様式44 

様式46 

③施設の機能性、

経済性 

・本事業の事業期間内に限らず長期的な利用に耐える観点から、

施設の機能性について適切に提案されているか。 

・必要諸室内の電気・機械設備がＨＡＣＣＰの概念を取り入れ、

適切に提案されているか。 

・光熱水費の低減方策及び省エネ対策について、提案がされてい

るか。 

４ 様式35 

～36 

④調理設備計画、

食器食缶等調

達計画、施設備

品調達計画 

・衛生面、作業面及び耐久面等を維持向上させる観点から、調理

設備の仕様が適切に提案されているか。 

・衛生面、作業面及び耐久面等を維持向上させる観点に加え、お

いしい給食の提供に資する食器食缶等の仕様が適切に提案され

ているか。 

・施設備品の仕様が適切に提案されているか。 

４ 様式37 

～38 

様式47 

～49 

⑤既存施設の解

体及び新施設

の施工計画 

・解体計画及び新施設の施工監理、工事監理及び工程管理等が適

切に提案されているか。 

・解体及び新施設の施工にともなう周辺への影響に対して適切に

提案されているか。 

・解体及び新施設の施工に関する品質管理上の提案がされている

か。 

４ 様式39 

 

３) 維持管理計画に関する定性審査（6点） 

審査項目 評価指針 配点 様式 

①保守管理業務

（建築物・建築

設備・附帯施

設・外構等） 

･建築物保守管理（修繕業務を含む。）を円滑に行うための業務体

制及び業務内容が適切に提案されているか。 

・建築設備保守管理（修繕業務を含む。）を円滑に行うための業

務体制及び業務内容が適切に提案されているか。 

・附帯施設保守管理（修繕業務を含む。）を円滑に行うための業

務体制及び業務内容が適切に提案されているか。 

・外構等保守管理（外構の修繕業務を含む。）を円滑に行うため

の業務体性及び業務内容が適切に提案されているか。 

２ 様式50 

様式52 

 

②保守管理業務

（調理設備・

食器食缶等・

施設備品） 

・調理設備保守管理（修繕業務を含む。）を円滑に行うとともに、

本事業の事業期間内に限らず長期的な利用に耐える観点から、

業務体制及び業務内容が適切に提案されているか。 

・食器食缶等保守管理（修繕・更新業務を含む。）を円滑に行う

ための業務体制及び業務内容が適切に提案されているか。 

・施設備品保守管理（修繕業務を含む。）を円滑に行うための業

２ 様式51 

～52 



 ８

務体制及び業務内容が適切に提案されているか。 

③清掃業務 ･清掃を円滑に行うとともに、衛生管理に十分配慮された業務体制

及び業務内容が適切に提案されているか。 

・給食エリアはもとより、事務エリア、その他エリアまで清掃計

画が提案されているか。 

１ 様式53 

④警備業務 ・警備を円滑に行うための業務体制及び業務内容が適切に提案さ

れているか。 

１ 様式54 

 

４) 運営計画に関する定性審査(24点) 

審査項目 評価指針 配点 様式 

① 運営業務実

施体制 

・運営業務を円滑に行うための実施体制が適切に提案されている

か。 

（要求水準書の配置すべき責任者に加え、給食調理業務、洗浄衛

生管理業務、給食配送業務その他運営業務に必要な人員が手厚く

配置される提案がなされているか。また、市との連絡体制におい

て、優れた提案がなされているか。) 

・運営業務を円滑に行うための業務内容が適切に提案されている

か。 

・運営業務のマニュアル作成及び従業員の教育・訓練について適切

に提案されているか。 

・緊急時の体制について、提案されているか。 

・セルフモニタリングの体制、方法、時期等について具体的に提案

されているか。 

・その他、長期契約を活かす提案がされているか。 

４ 様式55 

② 調理業務 ・調理業務において想定されるリスクが十分に検討され、リスクの

発生を未然に防止する工夫が提案されているか。 

・豊かでおいしい給食を提供するための工夫が提案されているか。 

・使用水の安全確保や二次汚染の防止等、安全性への配慮について

提案されているか。 

・食材の適切な温度管理及び調理設備の運転・監視について提案さ

れているか。 

・検食及び保存食の保存について、適切に提案されているか。 

４ 様式56 

③ 衛生管理業

務 

・衛生管理の体制について優れた提案がなされているか。 

・従業員の健康管理・研修について適切に提案されているか。 

・衛生検査について適切に提案されているか。 

・建物内部及び外周部の衛生管理について適切に提案されている

か。 

・食品衛生、労働安全上の問題を未然に防止する工夫について提案

がされているか。 

３ 様式57 

④ 配送･回送業

務 

・配送・回送のシステム（計画）が適切に提案されているか。 

（安全で確実な配送・回送が可能な内容となっているか。） 

・配送における衛生管理、汚染防止が適切に提案されているか。 

３ 様式58 



 ９

審査項目 評価指針 配点 様式 

⑤ 洗浄･残滓処

理業務 

・食器食缶等及び厨房設備等の洗浄について適切に提案されている

か。 

・適正分別、減量化及び再資源化の観点から、残滓処理について提

案されているか。 

３ 様式59 

⑥ 運営備品調

達業務 

・調理用器具の調達計画が適切に提案されているか。 

・配送車両の調達について、適切に提案されているか。 

３ 様式60 

⑦ アレルギー

対応食調理

業務 

・食物アレルギー対応食の提供について、適切に提案されているか。 

 

２ 様式61 

⑧ 開業準備業

務 

・開業準備計画が適切に提案されているか。 

（準備期間、試運転、従業員研修等の計画が適切に提案されてい

るか。） 

２ 様式62 

 

５)その他に関する定性審査（6点） 

審査項目 評価指針 配点 様式 

① 地域経済への

配慮 

・地域経済への貢献について、具体的に提案されているか。 

・地元企業の活用、地元雇用が提案されているか。 

４ 様式63 

② 総合的な見地

からの評価 

・事業計画、施設計画、維持管理計画、運営計画及びその他の提

案項目全体をとおして、総合的に提案を評価する。 

２ － 

 

 

７．提案内容審査（価格審査） 

入札参加者の入札金額に関して、以下に示す方法で配点を行うものとし、配点は 35 点とする。

入札参加者の入札金額は、次の算定式に基づき、価格審査の配点を算出する。 

 

配点の計算式 

配点＝35×最低提案価格／提案価格 

 

 

８．最優秀提案者の選定及び落札者の決定 

定性審査の配点（配点 65 点）と価格審査の配点（配点 35 点）の合計（総合評価値）が最も高い

入札参加者を最優秀提案者として選定し、市がこれを落札者として決定する。 

ただし、総合評価値が最も高い入札参加者が複数いるときは、定性審査の採点が高い者を最優秀

提案者として選定する。 

 

総合評価点（100 点）＝ 定性評価点（65 点満点）＋ 価格評価点（35 点満点） 


